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くらしの

情報

くらしの情報

市有地の売却情報
　下表の物件は、未利用市有地のうち、個
人や民間事業者などへ公売（一般競争入札）
が可能な土地・建物です。譲渡を受けたい
人は、本庁・管財課または各支所へ申し出

てください。申し出があった物件から公売
の手続きを行います。
※都合により売却などを中止することがあ
りますので、あらかじめご了承ください。

所　在　地 地目種　別 面　積
①枦宇土町字西1916（旧枦宇土小学校教職員住宅跡地）
②佐伊津町字中明瀬463－5
③佐伊津町字中明瀬463－6
④久玉町字新久玉5713－40
⑤久玉町字堂面1209－1
⑥有明町須子字猪ノ尻2709（旧須子保育所跡地）
⑦有明町赤崎字上原2010－5（旧赤崎駐在所跡地）
⑧有明町上津浦字大田原952－5（旧上津浦郵便局跡地）
⑨有明町大島子字下2566－2（旧島子駐在所跡地）
⑩有明町上津浦字上山川4317－1（旧浦和小学校校長住宅）

宅地

原野

宅地

雑種地

宅地

土地

土地建物

461.85㎡
330.00㎡
330.00㎡
167.13㎡
436.49㎡
1,189.99㎡
323.91㎡
329㎡

387.44㎡
327.01㎡

□問本庁・管財課

情報公開条例と個人情報保護条例の運用状況のお知らせ
　市では、透明性の高い市政運営と市民参加による“より開かれた市政”の実現を目ざして、「情報
公開条例」と「個人情報保護条例」を施行しています。条例では、行政文書の公開請求の件数や
処理状況などを年１回公表することとしています。今回は、平成25年度分の運用状況をお知らせ
します。

※「請求件数」とは、公開請求の対象となる書類別の件数です。例えば、領収書や支出
伝票などをそれぞれ個別に１件として数えたものです。

■情報公開条例の運用状況
①行政文書の公開請求の件数と処理状況

②不服申し立て件数…０件

実施機関名 請求者数 請求件数 全部公開 一部公開 非公開
請求に対する決定の内容

199
6
0
17
0
0
0
0
222

62
3
0
1
0
0
0
0
66

80
2
0
17
0
0
0
0
99

114
4
0
0
0
0
0
0
118

5
0
0
0
0
0
0
0
5

市　長
教育委員会
選挙管理委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会
病院事業の管理者
議　会
合　計

■個人情報保護条例の運用状況
①自己情報の開示請求の件数と処理状況

②不服申し立て件数…０件

実施機関名 請求者数 請求件数 全部公開 一部開示 不開示
請求に対する決定の内容

7
0
0
0
0
0
3
0
10

6
0
0
0
0
0
3
0
9

3
0
0
0
0
0
3
0
6

2
0
0
0
0
0
0
0
2

2
0
0
0
0
0
0
0
2

市　長
教育委員会
選挙管理委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会
病院事業の管理者
議　会
合　計

□問本庁・総務課

　本渡地域の市政に関する要望・相談
を、天草宝島国際交流会館ポルト２階
の、まちづくり支援課で受け付けてい
ます。お気軽にご相談ください。
　また、観光振興課もポルト２階に移
転しています。お気軽にお立ち寄りく
ださい。
▶受付時間＝月～金曜日の午前８時30
分～午後５時15分（祝日を除く）。

□問まちづくり支援課☎326661
　観光振興課☎326787／FAX㉓1999

本渡地域の市政に関する
要望・相談は“ポルト”へ

←

← ▼
延
長
期
間
・
時
間
＝
３
月
26

日
㊍
〜
４
月
７
日
㊋
（
土･

日
曜
日
を
除
く
）。
午
後
６

時
15
分
ま
で
。

▼
延
長
窓
口
＝
本
庁
の
市
民

課
・
国
保
年
金
課
・
納
税
課
・

課
税
課
・
福
祉
課
・
高
齢
者

支
援
課
・
子
育
て
支
援
課
。

※

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
持

っ
て
い
る
人
の
転
入
手
続
き

は
、
午
後
５
時
15
分
ま
で
の

受
け
付
け
と
な
り
ま
す
。

※

水
道
の
開
閉
栓
は
、
電
話
☎

㉓
１
１
１
１
で
の
み
随
時
受

け
付
け
を
行
い
ま
す
。

▼
引
っ
越
し
の
手
続
き
に
必
要

な
も
の
＝
●
印
か
ん
●
身
分

証
明
書
（
官
公
署
発
行
の
顔

写
真
付
き
の
身
分
証
明
書

〔
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー

ト
な
ど
〕）●
印
鑑
登
録
証

（
市
外
へ
引
っ
越
し
を
す
る

場
合
）●
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
●
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
●
介
護
保
険

被
保
険
者
証
●
子
ど
も
医
療

費
受
給
者
証
●
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド

※
保
険
証
な
ど
は
交
付
を
受
け

て
い
る
も
の
を
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

※

市
外
へ
引
っ
越
す
場
合
、
転

出
先
の
市
区
町
村
に
転
入
し

た
日
か
ら
14
日
以
内
に
届
け

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。
転
入

手
続
き
に
は
、「
転
出
証
明

書
」
が
必
要
で
す
。

※

市
内
で
引
っ
越
し
を
し
た
場

合
は
、
転
居
し
た
日
か
ら
14

日
以
内
に
届
け
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。

□問
本
庁･

市
民
課

　

柔
道
整
復
師
（
整
骨
院
・
接

骨
院
）
と
は
、
骨
折
や
ね
ん
ざ

な
ど
の
痛
み
に
対
し
て
施
術
を

行
う
専
門
家
で
す
。

　

施
術
に
よ
っ
て
、
健
康
保
険

▼
内
容
＝〔
土
地
〕所
在
・
地
番
・

地
目
・
地
積
・
評
価
額〔
家
屋
〕

所
在
・
家
屋
番
号
・
種
類
・

構
造
・
床
面
積
・
評
価
額
。

※

所
有
者
の
住
所
・
氏
名
・

名
称
や
、
非
課
税
物
件
な
ど

は
記
載
し
て
い
ま
せ
ん
。

B【
固
定
資
産
税
課
税
台
帳（
名

寄
帳
）】

▼
対
象
＝
①
納
税
義
務
者
（
ま

た
は
代
理
人
）、
納
税
管
理

人
②
土
地
・
家
屋
を
借
り
て

い
る
人
で
賃
借
料
を
支
払
っ

て
い
る
人
③
土
地
・
家
屋
の

所
有
者
や
管
財
人
な
ど
固
定

資
産
を
処
分
す
る
権
利
が
あ

る
人
。

▼
開
始
日
＝
４
月
１
日
㊌
か
ら

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
）。
午
前
８
時
30
分
〜
午

後
５
時
15
分
。

■
持
参
品
＝
A
B
運
転
免
許
証

な
ど
本
人
確
認
が
で
き
る
も

の
（
代
理
の
と
き
は
委
任
状

も
必
要
）。
B
②
は
賃
貸
借

契
約
書
や
賃
借
料
払
込
領
収

書
な
ど
の
資
格
を
証
明
で
き

る
も
の
（
可
能
で
あ
れ
ば
法

人
印
も
持
参
）。

■
縦
覧
・
申
請
場
所
＝
本
庁
・

課
税
課
（
縦
覧
は
全
市
域

分
）、
各
支
所
担
当
課
（
縦

覧
は
各
支
所
管
内
分
）。

□問
本
庁
・
課
税
課

　

４
月
１
日
㊌
か
ら
、
次
の
区

域
の
一
部
を
新
た
に
供
用
開
始

し
ま
す
。

▼
下
水
道
処
理
区
域
＝
亀
場

町
、天
草
町
高
浜
の
各
一
部
。

▼
漁
業
集
落
排
水
処
理
区
域
＝

佐
伊
津
町
の
各
一
部
。

▼
農
業
集
落
排
水
処
理
区
域
＝

倉
岳
町
棚
底
の
各
一
部
。

　

下
水
道
工
事
が
完
了
し
、
下

水
道
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
地
区
の
家
庭
や
事
業
所
な

ど
は
、
排
水
管
を
下
水
道
に
接

続
す
る
工
事
や
ト
イ
レ
の
水
洗

化
を
早
め
に
実
施
す
る
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

※

供
用
開
始
の
関
係
図
書
を
３

月
17
日
㊋
か
ら
同
31
日
㊋
ま

で
、
次
の
場
所
で
縦
覧
で
き

ま
す
。

▼
亀
場
町
、
佐
伊
津
町
の
区
域

＝
本
渡
浄
化
セ
ン
タ
ー
。

▼
天
草
町
高
浜
の
区
域
＝
天
草

支
所
。

▼
倉
岳
町
棚
底
の
区
域
＝
倉
岳

支
所
。

□問
本
庁
・
下
水
道
課
☎
㉓
３
４

９
８

の
対
象
に
な
る
場
合
と
な
ら
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
主
に
肉

体
疲
労
や
肩
こ
り
、
症
状
の
改

善
が
見
ら
れ
な
い
長
期
の
施
術

な
ど
は
対
象
に
な
ら
ず
、
全
額

自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。
施
術

を
受
け
る
前
に
確
認
を
し
て
、

正
し
く
施
術
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　

詳
細
は
、
本
庁
・
国
保
年
金

課
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

□問
本
庁
・
国
保
年
金
課

　

平
成
27
年
度
の
固
定
資
産
税

の
課
税
対
象
と
な
る
土
地
・
家

屋
の
評
価
額
な
ど
を
記
載
し
た

「
土
地
お
よ
び
家
屋
価
格
等
縦

覧
帳
簿
」
の
縦
覧
や
、「
固
定

資
産
税
課
税
台
帳
（
名
寄
帳
）」

の
閲
覧
と
写
し
の
申
請
が
で
き

ま
す
。

A【
土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧

帳
簿
】

▼
対
象
＝
市
内
に
土
地
ま
た
は

家
屋
を
持
つ
納
税
者
（
ま
た

は
代
理
人
）、
納
税
管
理
人
。

▼
期
間
＝
４
月
１
日
㊌
〜
６
月

30
日
㊋
（
土
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
）。
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
５
時
15
分
。

※詳しいことは□問に
　お問い合わせください。

行
　
政

行
　
政

年
度
末
・
年
度
始
め
は

市
民
課
な
ど
の
窓
口
業
務
を
延
長

固
定
資
産
税
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　

 

お
知
ら
せ

下
水
道
な
ど
の
一
部
を

新
た
に
供
用
開
始
し
ま
す

柔
道
整
復
師
（
整
骨
院
・
接

骨
院
）
の
正
し
い
か
か
り
方


